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作成年月日 平成１５年４月２１日
作成部局 県民政策部県民文化局
課室名 参画協働課

県民の参画と協働の推進に関する条例に基づく新たな制度の創設について

Ⅰ 地域づくり活動登録の募集について

１ 趣旨

地域づくり活動を行う団体等の活動の登録を行い、広く情報発信することで、新た

な仲間づくりなど活動の輪を拡げるとともに、当該活動に対する社会的認知や評価を

「 」 、得ることによる 新しい公 をともに担う協働によるパートナーづくりをめざすため

県民の参画と協働の推進に関する条例（平成14年条例第57号）第７条の規定に基づき

「地域づくり活動登録」を制度化した。

、 、「 」条例の施行を受け ひょうごボランタリープラザにおいて 地域づくり活動登録

の募集を５月１日から開始する。

２ 登録の対象となる活動

(1) 自治会、婦人会、ボランティア団体、ＮＰＯなど地域づくり活動を行っている団

体やグループなどが行う活動であること。

(2) 営利を主たる目的とする活動、宗教的・政治的な活動でないこと

(3) 登録された活動や団体等が公序良俗に反する行為、犯罪行為、第三者の権利を侵
害する行為でないこと。

３ 登録の内容

・活動分野・活動の内容・団体等の名称・所在地・代表者名・連絡先等

４ 登録の方法

(1) 申込書

① 県ホームページ(http://web.pref.hyogo.jp/sankaku/)及びひょうごボランタ

リープラザホームページ(http://www.hyogo-vplaza.jp)に掲載

② 各県民局県民生活部県民運動課に申込書を備付け

(2) 申込方法

① ひょうごボランタリープラザのホームページに必要事項を記載して送信

② ひょうごボランタリープラザに申込み（郵送又は持参）

③ 各県民局県民生活部県民運動課に申込み（郵送又は持参）

(3) 更新方法

初期登録を行った後、ひょうごボランタリープラザにおいて、情報システムに接

（ ） （ ） 、続 ログイン するためのＩＤ番号及びパスワードを送付 Ｅメール又は郵便 し
団体等が活動内容を随時登録・更新する。
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なお、インターネットを利用できる環境にない団体等については、ひょうごボラ

ンタリープラザで入力を代行する。

登録の効果

① 県民が様々な形で取り組む自発的・自律的な地域づくり活動をインターネッ

トで情報発信し、新たな仲間づくりにつなげる （活動内容・地域・キーワー。

ド等で検索可能）

② 発信された活動の内容や手法等を知ることで、地域や分野を超えて自分たち

の活動をより充実させることができる。

③ 様々な活動が登録されることにより、同じような課題に対して複数の課題に

向けたアプローチが存在することを発見でき、地域の実情にあわせた解決方法

を選択できる。

④ これら複数のアプローチを上手く組み合わせたり、協働して取り組むきっか

けづくりを通じて、より効果的な課題解決が期待できる。

５ スケジュール
５月１日 募集開始

～ 登録のあった活動に対して随時ＩＤ等を発行

６ 画面イメージ

（別添１のとおり）

（参考１：県民の参画と協働の推進に関する条例（抜粋 ））

（登録）
第７条 地域づくり活動を行う県民は、自らが行う地域づくり活動に関する情報を相互に
提供し、及び活用するとともに、相互の連携及び交流を深め、もって地域づくり活動の
活性化に資することができるよう、地域づくり活動の内容その他当該地域づくり活動に
関する事項の登録をすることができる。
２ 県は、前項の登録をした地域づくり活動に対して、情報提供その他の必要な措置を講
ずるよう努めるものとする。
３ 第１項の登録に関して必要な事項は、知事が別に定める。

Ⅱ 「附属機関等の委員の公募に関する指針」の制定について

１ 趣旨

県が設置する附属機関等の審議に県民の意見等を反映させることを通じて参画と協

働による県行政を推進するため、県民の参画と協働の推進に関する条例（平成14年兵

庫県条例第57号。以下「条例」という ）第９条第３項及び附属機関等の設置及び運。

営指針（平成12年４月１日制定）４(3)ウの規定に基づき、条例第９条第１項の規定

に基づく附属機関等の委員の公募を行うために必要な事項を定めるものとする。
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（別添２）２ 主な内容

(1) 実施基準の設定

(2) 公募対象者の明確化

(3) 公募枠の設定

(4) 再任及び併任の取り扱い

(5) 委員の責務等

(6) 応募資格の設定

(7) 選考方法 等

３ 実施時期

平成15年４月１日

４ 現状

15年度当初 公募委員の選任になじまないもの 検討対象機関数

総数 予定 （ ）（ ） 政策形成の審議を目的とするもの
法令等の規定により委員の選任対 行政処分等の審査など政策形
a b c d=a-b-c うち実施済区分 象者が定められているもの 成に関わらないもの

70 ８ 25 37 ６附属機関

47 ３ ９ 35 ３委員会等

117 11 34 72 ９計

参考２：県民の参画と協働の推進に関する条例（抜粋 ）（ ）

（委員の公募）
知事その他の執行機関（以下「知事等」という ）は、県の政策の形成に県民が第９条 。

参画する機会を確保するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項
に規定する附属機関その他委員会等で、県の政策の形成に関して調査審議するために設
けられるものの委員（以下「委員」という ）を選任しようとする場合において、これ。
らの審議が県民生活に密接に関連し、県民の意見を反映させることが適当であると認め
るときは、広く県民に対して公募を行うものとする。

、 、 、２ 公募により委嘱された委員は 基本理念にのっとり 誠実に職務を遂行するものとし
自らの学識、経験等に基づき、自己の責任において意見を述べるものとする。
３ 委員の公募に関して必要な事項は、知事等が別に定める。

（参考３：附属機関等の設置及び運営指針（抜粋 ））

４ 附属機関等の運営
(3) 委員の構成
ア 委員の選任に当たっては、当該附属機関等の設置の目的に照らし、委員により
代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれたものとなるよう委員の構
成に留意するものとする。
イ 「男女共同参画社会づくり条例」及び「ひょうご男女共同参画プラン21」に基
づき、女性委員の積極的な登用を図り、全委員に占める女性委員の割合を30％以
上とするよう努めるものとする。
ウ 公募による委員の選任等、当該附属機関等の設置の目的を踏まえた幅広い委員
の選任方法を採用するように努めるものとする。
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附属機関等の委員の公募に関する指針

（平成15年４月１日制定）
１ 目的
この指針は、県が設置する附属機関等の審議に県民の意見等を反映させることを通じ
て参画と協働による県行政を推進するため、県民の参画と協働の推進に関する条例（平
成14年兵庫県条例第57号。以下「条例」という ）第９条第３項及び附属機関等の設置。
及び運営指針（平成12年４月１日制定）４(3)ウの規定に基づき、条例第９条第１項の
規定に基づく附属機関等の委員の公募を行うために必要な事項を定めるものとする。

２ 委員の公募を行う附属機関等の基準
附属機関等の委員を選任しようとする場合は、法令等の規定により、公募を行う余地

、 、 。 、がない場合を除き 条例第９条第１項の規定に基づき 公募を行うものとする ただし
次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる事項に該当する附属機関等は、同項に該当しないも
のとして、公募を行わないことができる。
(1) 県の政策の形成に関して調査審議するために設けられるものではないと認められる
次のアからオまでのいずれかに該当する附属機関等
ア 行政処分等の事前審査又は助言を目的とするもの
イ 不服申立ての審査を目的とするもの
ウ 紛争の調停を目的とするもの
エ 試験の実施を目的とするもの
オ 関係機関相互の連絡調整等を図ることを目的とするもの
(2) 県民の意見を反映させることが適当であると認められない次のアからウまでのいず
れかに該当する附属機関等
ア 審議結果によっては特定の者又は団体等に利害を及ぼすことが想定される場合
イ 審議に当たって極めて高度な専門知識等を必要とする場合
ウ その他広く県民から公募することが適当であると考えられない場合

３ 公募による委員選任の基準
委員の選任に当たっては、県民の視点を審議に反映し、多数の県民の参画を求める観
点から、以下の基準により、委員を公募する。
(1) 公募の対象
原則として、次のアからウまでの要件をすべて満たす者を対象とする。
ア 県内に在住し、又は在勤する者
イ 国会若しくは兵庫県議会の議員又は国若しくは地方公共団体の常勤職員でない者
ウ 当該附属機関等の委員として参画する意欲及び調査審議に必要な知識を有する者
(2) 公募枠の設定
原則として、委員総数の１割以上を公募により選任する。ただし、当該附属機関等
の中立性又は専門性の確保に支障が生ずる場合は、この限りでない。
(3) 再任及び併任の取り扱い
同一附属機関等における公募による委員の再任及び他の附属機関等の公募による委
員との併任は、原則として行わないものとする。ただし、当該附属機関等における審
議の継続性を確保する等の必要性を十分に検討したうえで、やむを得ないものと認め
られる場合は、この限りでない。

別添２
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別添２

４ 公募ができない場合の事前協議
この指針の対象となる附属機関等のうち、委員の選任を行うに当たり、２に定める基
準により公募を行わない場合又は公募を行う場合において３に定める基準によることが
できないときは、別紙様式により、県民政策部県民文化局参画協働課と事前協議を行う
ものとする。

５ 募集及び選考の際の留意事項
(1) 委員の責務等
選任された委員は、条例第９条第２項に規定に基づき、誠実に職務を遂行し、自ら
の学識、経験等に基づき、自己の責任において意見を述べることとなるので、委員の
公募に当たり、次のアからウまでに掲げる事項の募集要項等への記載その他の方法に
より、周知を図るものとする。
ア 委員に対しては、県行政に対する特別な地位が与えられるものではないこと。
イ 委員の地位を政治、営利又は宗教上の目的に利用してはならないこと。
ウ 審議において知り得た秘密を漏らしてはならないこと。
(2) 応募資格の設定
委員の公募を行うに当たっては、応募者の意欲及び知識の有無を確認するため、必
要に応じて一定の職務経験、特定の技能資格その他の応募資格を設定する。
(3) 選考方法
公募による委員の選考に当たっては、当該附属機関等の委員及び主管部局長等で構
成する選考委員会を設け、作文等の書面審査及び面接の実施により決定するものとす
る。

６ その他の委員会等の委員の公募
要綱等に基づき設置する委員会等であって、附属機関等の設置及び運営指針２の附属
機関等に該当しないものの委員の公募については、２から５までに定めるところに準じ
て行うよう努めるものとする。

７ 適用
この指針に基づく委員の公募は、条例の施行の日以後に行う委員の選任から行うもの
とする。
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別添２

（ ）別紙様式

参画協 課長 主幹 課長補佐・係長 担当 調書提出日 平成 年 月 日
働課使
用欄 連 絡 日 平成 年 月 日

意見

附属機関等委員の公募に関する事前協議調書

附属機関等名称

担 当 部 局 等
課 室 係 名

担当者職氏名
（電話番号等）

委 員 数 等 今回選任予定数 人

内 学識経験者 人 行政関係者 人 関係団体代表 人

訳 県職員 人 人 人

「２ 委員の公
募を行う附属機
関等の基準」に
応じた委員の公
募を行わない場
合の理由

「３ 公募によ
る委員選任の基
準」を満たさな
い場合の理由

公募委員選任に
向けた今後の取
り組み方針等


